
  清水町就学指定校変更事務取扱要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第８条の

規定に基づき、清水町教育委員会が行う就学指定校（清水町立小・中学校通学

区域に関する規則（平成１１年清水町教育委員会規則第５号）の規定により指

定される小学校又は中学校をいう。以下同じ。）の変更に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 （許可要件） 

第２条 教育委員会は、転居、家庭環境、特別支援学級への就学その他の相当な

理由がある場合は就学指定校の変更を許可するものとし、具体的な許可の 理由、

許可期間の限度及び添付書類については、別表のとおりとする。 

 （申請） 

第３条 就学指定校の変更の許可を受けようとする保護者（以下「申請者」とい

う。）は、就学指定校変更申請書を教育委員会に提出しなければならない。 

 （許可の通知等） 

第４条 教育委員会は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、許可の理

由に該当すると認めるときは、速やかに、申請者に対して就学指定校変更許可

通知書により通知するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の通知に合わせて就学を許可した学校の学校長に対して

就学指定校変更通知書により通知するとともに、本来就学する学校の学校長に対

してもその旨を通知するものとする。 

３ 教育委員会は、第１項の審査の結果、許可しないときは、速やかに、申請者

にその旨を通知するものとする。 

 （委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１９年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行日前に、この要綱の施行日以後まで引き続く期間について受

けた就学指定校変更の許可については、従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年９月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

許可の理由 許可期間 添付書類 



（１） 小学校第６学年及び中

学校第３学年の途中に

転居し、引き続き転居前

に 就 学 し て い た 学 校

（ 以下「前学校」とい

う。）に就学を希望する

場合 

 

転居の届出のあった日か

ら、児童においては小学

校、生徒においては中学校

の課程を修了する学年末

まで 

 

 

（２） 前号以外の学年で、学年

途中に転居し、引き続き

前学校に就学を希望す

る場合 

 

転居の届出のあった日か

ら当該学年末まで 

 

（３） 就学希望日の属する学

年末までに転居予定が

あり、当該転居予定地の

就学指定校に就学を希

望する場合 

 

就学希望日から実際に転

居する日まで 

 

建築請負契約書写

しその他当該学年

末までに転居する

ことが確認できる

書類 

 

（４） 住居の建て替えにより

一時的に転居し、引き続

き前学校に就学を希望

する場合 

 

一時的な転居の届出のあ

った日から建て替え後の

住居へ転居する日まで 

建築請負契約書写

し 

（５） 共働き、父子家庭、母子

家庭その他保護者の勤

務の事情により児童の

帰宅時に保護者が不在

となる家庭で、児童を祖

父母宅、保護者の勤務先

等に預けるため、祖父母

宅、保護者の勤務先等の

就学指定校に就学を希

望する場合 

 

就学希望日から小学校の

課程を修了する学年末ま

で 

 

在職証明書及び当

該児童を預かる祖

父母、保護者の勤

務先等の承諾書 

 

（６） 兄姉が指定校とは別の

学校に在籍している場

合 

 

就学希望日から児童にお

いては小学校、生徒におい

ては中学校の課程を修了

する学年末まで 

 

 



（７） 不登校又はいじめによ

り就学指定校以外の学

校に就学を希望する場

合 

 

就学希望日から義務教育

の課程を修了するまで 

 

当該不登校又はい

じめのあった学校

の学校長の不登校

又はいじめについ

ての意見書 

 

（８） 家庭内暴力等の理由に

より就学指定校以外の

学校に就学を希望する

場合 

 

就学希望日から義務教育

の課程を修了するまで 

 

居所を確認できる

書類 

 

（９） 町就学指導委員会にお

いて「障がいのある児

童・生徒の教育上の配慮

を要する。」と認められ

た場合 

ただし、入学時並びに学

年途中に特別支援学級

に入級判定が出た場合

に限る 

 

教育上の配慮を要する理

由が解消するまで 

 

医師の診断書等障

がいの程度を明ら

かにする書類変更

の確認書 

 

（10） その他特別の理由によ

り就学指定校以外の学

校に就学を希望する場

合 

 

教育委員会が適当と認め

る期間 

 

特別の理由を明ら

かにする書類 

 

 


